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お世話になります

有限会社いわさき不動産

代表取締役 岩嵜恵一郎

管理物件入居率地域1番を目指して

令和6年 10月吉日

今年も昨年に引き続き異常な蒸し暑さが続きます。昨年の猛暑日日数は9日、
真夏日日数は75日、今年の猛暑日日数は22日、真夏日日数は52日、という
データがありました。猛暑日が昨年より13日増え、真夏日は昨年より23日減って
います。年々暑い日が多くなり、近い将来日本は熱帯地方となってしまうのでしょうか。
湿気さえなければそれもありかと考えてしまいますが・・・
さて、暑い続きでマウイ島ラハイナの火災から１年が経過しました。
マウイ島の復興基金が１０億ドルを超えたそうですが、約4,700人の被災者が15のホテルに仮住ま
いを続けている。食費やサービスを含めて1世帯当たり1日1,000ドルの費用が発生しているそうで、
尚且つ、建築費が４０％も高くなっており、復興までの道のりは、まだまだ遠く、ハワイ州、マウイ郡、
FEMAは、被災者向けに2025年中に3,000戸の新築住宅を建設する計画を建てているが、
FEMAがどこまで復興住宅の建設費用にコミットするかも流動的な要素の一つとなっているようです。
マウイ島では、観光業が雇用の85%支えているそうです。そこで今注目されているのが、観光とボラン
ティア活動を組み合わせた「ボランツーリズム」。マウイ島を訪れる旅行者が滞在中にボランティア活動
に参加することで、復興支援に貢献することができます。『ボランツーリズム』愛するマウイ島の方々の復
興支援の為に、旅行はマウイ島へ・・ぜひ！！
そして、能登半島の復興も心より願っております。
今年、令和6年も残すところ3か月を切りました。
年末・年始に向け全力でお客様の為に突き進みます。
どうぞよろしくお願いいたします。

優先順位１ 自社管理物件

解約翌日にお申込！！

管理物件

入居率94.04％
（2024年9月末時点）

オーナー S様 築年数 築42年 間取り 1R 世帯数 1

賃料 5万円台 空室 1室⇒0室 入居率
0%⇒
100％

対策 礼金0ヶ月

単身者向けのお部屋では、「礼金0ヶ月」が相場であるため、
如何にインターネット上で検索される物件にしていくかが競合物件に勝つ空室対策の一つです。
今回のお部屋では解約通知がでてから条件を「礼金0ヶ月」で募集を進めていきました。
退去前に内見予約が入り、退去翌日にお申込みへと繋がりました。
お申込みされたお客様は、特に今住んでいるお部屋に不満などがあるわけではありませんが、
初期費用を抑えることができるなら引越しを検討されていたので見事にお客様の希望にマッチングしました。
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おすすめ収益物件情報

Nintendo Switch Joy-Con(L)
ネオンブルー/(R) ネオンレッド

今月のトピックス

家主WEB始めます
10月より弊社管理物件オーナー様専用のマイページ、家主WEBサービスを開始いたします。
毎月の送金明細や年間収支明細をWEB上で確認できるサービスです。

家主WEBのメリット：
①スマートフォンでいつでも確認ができる。
②家族・顧問税理士・経理担当者と情報共有できる。
③送金明細の閲覧が従来の紙ベースより２～３日早くできる。
④保管のための場所・手間が不要。

送金明細の確認以外にも、チャット機能があり、画像や動画のやりとりが可能です。履歴が残って安心です。
順次、お問い合わせ履歴や修繕履歴の閲覧もできるよう拡充してまいります。
WEBサービス導入により、一層の業務迅速化、お客様の利便性向上を図ってまいる所存です。

～当社厳選☆ おすすめ収益物件のご紹介～

その他の非公開物件も多数ご用意。お気軽にお問い合わせください！

販売価格 880 万円

<PRポイント＞

●空室の為、自己使用、
投資用としても使用できます

●徒歩圏に
スーパー等もあります

●耐震改修済みの建物です

JR根岸線「関内」駅歩3分
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩3分

所在地：横浜市中区翁町1-1-1

建物構造：鉄骨鉄筋コンクリート造
地上11階建て4階部分

専有面積：20.7㎡（壁芯）

土地権利：所有権

<PRポイント＞
●家賃71,500円/月 賃貸中
●事務所使用
●駅近、通勤通学に便利な場所

販売価格 1,180 万円

表面利回り

  7.27 ％

築年：1982年6月築

管理費：7,170円/月
修繕積立金：3,580円/月

設備：エレベータ

間取り：1R

総戸数：81戸

取引態様：媒介

JR根岸線「山手」駅歩24分
JR根岸線「石川町」駅よりバス7分停徒歩2分

所在地：横浜市中区本牧町2-312

建物構造：鉄筋コンクリート造
地上5階建て1階部分

専有面積：25.80㎡（壁芯）

土地権利：所有権

築年：1980年7月築

管理費：4,540円/月
修繕積立金：6,160円/月
給湯基本料：2,000円/月
給湯暖房積立金：600円/月

総戸数：91戸

設備：エレベータ
給湯（セントラル方式）

間取り：1DK

取引態様：媒介
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賃貸管理コーナー
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いわさき不動産
賃貸管理営業課 村瀬

立地以外は改善できる！
敬遠されるお部屋の特徴とは！？

2024年も秋に差し掛かり、今年1年の物件の稼働状況の着地が見え
てくる時期かと思います。無事空室が埋まった方もいれば、今年も空室が
続き苦しい状況の方もいらっしゃることでしょう。空室が決まらない物件には
理由があります。そして、その理由に関しては、『立地』以外に関することは
改善可能です。今回は、選ばれる物件にするために、優先的に改善を進
めるべきポイントについてお伝えさせていただきます。

①エアコンの年式が古い

まずご確認いただきたいのが、エアコンの年式です。交
換の目安は10年程度と言われておりますが、右の写
真のように、黒ずみやくすみが目立つようになっている
場合は交換をおススメします。見た目が悪いと『エアコ
ンから出る風が臭う』、『電気代が高くなりそう』等の印
象を与えてしまいます。

②シャワーの水圧が弱い

『そんな細かいこと気にするの？』と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、内見時には
確認しなくても、その後毎日の入浴時にストレスを感じ、早期退去に繋がってしまう可能性
もあります。水圧が弱い原因のひとつに給湯器の容量不足があります。

③ポストの防犯性が低い

給湯器の容量が小さい場合は、より大きなものに交換するとよいでしょう。給湯器の能力
の強さを示すのが「号数」です。これは水温25℃の水を1分の間に出せる量を表しています。
20号の給湯器の場合、1分間に25℃の水を16リットル出せます。また、夏と冬では水圧の
強さに差が出てくることが多いです。水温の低い冬になると水を温めるのに時間がかかり、作り
出せる25℃の水の量が号数よりも低くなるからです。

鍵もなく、誰でも開けることが可能なタイプのポストは、郵便物
の盗難のリスクがあるため、交換をおススメします。昨今フリマア
プリの利用者が増えており、個人間で商品をやり取りする際に、
郵送費用を抑えるために宅配便ではなく郵便を使うケースもあり
ます。それ以外にも公共料金の請求書を盗まれ、個人情報が漏

洩するという事件も起きておりますので、写真のようなタイプのポストは交換を推奨します。

いかがでしたでしょうか。『そんなこと気にする人いないでしょう・・・』と思うようなことでも、お
部屋探しをしている方は、細かい点まで指摘される方が多いです。改善できる項目は、繁
忙期前にテコ入れすることをおススメいたします。
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業界ニュース

弁護士法人
一新総合法律事務所
弁護士 田上 博也 氏
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リースバックのメリット・デメリット

リースバックとは、不動産の所有者が、その不動産を売却し、
購入者である買主からその不動産を借りる形で引き続き入居を
続けるという仕組みです。本稿では、リースバックのメリットとデメ
リットについて解説したいと思います。

リースバックによって、売主側は、同じ不動産に住み続けたまま、まとまった老後
資金を手に入れることができます。したがって、買主としては、入居者が住み慣れ
た不動産に長く住み続けることが見込めるため、初期の空室のリスクもなく、安
定した賃料収入を期待することができます。
将来的には物件を売却することで収益を得ることも可能ですし、リフォームなど
を行うことでより高額で売却することも見込めます。売買契約の内容によっては、
将来的に売主に買い戻す特約が設けられることもあります。

■メリット

一方で、不動産を所有することにより、その不動産の維持費を負担する必
要が生じます。具体的には、固定資産税や火災保険料、管理費、マンションの
場合には修繕積立金などを負担することになります。
また、原則として建物の所有者が建物を使用収益するために必要な修繕を
行う義務を負いますが（民法第６０６条第１項）、リースバックの場合には
修繕を借主側で行うよう特約が設けられることもあります。

■デメリット

上記のとおり、リースバックには様々なメリット、デメリットが存在します。リース
バックを含め不動産に関してトラブルになった際には、不動産に注力する専門家
にご相談されることをお勧めします。

リースバックの
基礎知識

投資対象として考える
リースバック物件の
メリット・デメリット

リースバックを利用する際に
知っておきたい「事業者側から
みたリースバック物件の魅力」



税金相談コーナー

AIで資産価値を即座に判断！セルフインスペクションアプリ
「全ての物件情報」が「AI評価」付きで「24時間以内」に届く画期的サービス

横浜では弊社が一番乗りです！！その名も「SelFin(セルフィン)」！！

ＡＩが物件データをもとに判断！！操作はカンタン！ もちろん無料！

これまでの価格の妥当性、流動性、耐震性、住宅ローン減税、管理状況、ローンシュミレーションなどを

毎日お届けするAIによる情報に加え、マンション偏差値、過去の販売履歴、販売相場、過去の賃貸

履歴、賃貸相場、口コミ、推定売却価格、ローンシュミレーションを瞬時判断するデータベース機能が

加わりました！

https://www.re-agent.info/selfin-lp/era0055/lp/
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税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏

親族間での不動産の譲渡（贈与）
親の不動産を子が買い取る（譲渡）ケース、親の不動産を無償で子
に譲渡する（贈与）ケースにおいては、その取引金額について問題となる
ことが多くあります。例えば、親名義の自宅建物を子に贈与するような場
合ですが、昭和時代に建てた古屋なので価値もないからと安易に名義変
更をしてしまうようなことをよく聞きます。

不動産の譲渡については、何らかの価値（時価、路線価、固定資産税評価等）が
つきまといます。上記の贈与のケースで言えば、贈与税の対象となり相続税法に規定す
る財産評価の金額を贈与税の課税対象としなくてはなりません。自宅建物（家屋）の
場合であれば、贈与の年の固定資産税評価額と定められていますので、固定資産税評
価証明を確認して、贈与税の申告及び納税の有無を確認しておきたいところです。また、
親子間で売買する場合は、その価値は時価と定められております。その時価は、身内の
時価（少し安くしておく）でいいのではないかと思いがちですがそうではありません。

譲渡には価値がつきまとう

z

では、売買での時価とはどのような価値を言うのでしょうか。この場合の時価とは、市場
価格のことを言うため、一般的には「他人に売れる金額」ということになるかと思います。そう
しますと、時価の約80％と言われている路線価では低くなり、その近辺で売りに出されて
いる土地情報の売値では高くなるように思われます。また、時価より安く売買した場合は、
その差額を贈与したものとみなされて、差額に贈与税が課税されるリスクもあります。ではど
の金額を使えばいいのか。結論としては、路線価を超え市場価格までの金額で売買をし
ないと税務署からの指摘がありうるということになります。

親子間の売買時価とは

z

このように親族間売買の値付けは、簡単ではありません。路線価でやってみて何も指摘
がなかったという方もいらっしゃるでしょう。しかしそれは偶然です。近年では時価が路線価
の2-3倍になっていることもあります。まずは、売買する地域の不動産会社の査定金額を
取ってみて、親族間時価が定まらないようでしたら、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し
て備えておくことが必要です。確定申告時に鑑定書を添付しておけば指摘があることは少
ないでしょう。素人判断の時価で税務リスクをとるよりも不動産鑑定士の評価金額で申
告を行う方が、精神的なコストも含めて高くつかないと思います。

気を付ける点は？

具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるよ
うお願いいたします。



不動産ソリューションコーナー
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空室対策、収益向上、資金繰り改善、リフォーム工事のご相談・お問い合わせは

℡ 045-252-4480  担当：村瀬（むらせ）

中古で収益物件を
売買する際の注意点②

全国的に賃貸物件の空室率が高まっていることもあり、昔に比べると賃貸経営の収益
性が下がっていると言われております。オーナーの皆様も昔に比べると手元に現金が残りに
くくなっていると感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は前回に引き続き、
収益物件を売買する際の注意点についてお伝えさせていただきます。

いかがでしたでしょうか。昨今都市部の収益物件専門の売買仲介業者が、全国の賃貸
オーナー様に対して、『物件の売却』を誘導する営業を強化しているということも散見されま
す。本当に売却を検討する場合は、物件の稼働率や経営状況に応じて、適正な相場等
をお調べする必要がありますので、是非一度弊社までご相談いただければと思います。
オーナー様のご希望に添えるよう最善を尽くさせていただきます。

【物件を売却する際の注意点】

１）レントロールや修繕履歴をまとめておく
収益物件を売却する際は、買主のことを考えて、レントロールや修繕履歴をまとめておく
とよいでしょう。レントロールとは主に、不動産の賃貸条件を一覧表にしたもののことを言い
ます。部屋・賃貸スペース別に、家賃・敷金等、契約日・契約期間等の契約条件が記さ
れている他、賃借人の属性が記載されていることもあります。
また、修繕履歴に関しては、まとめておくことで、買主に対して管理が行き届いた優良な
物件と印象付けることができます。

２）購入検討者からの質問には誠実に回答する
物件の売却時、売主には契約不適合責任と呼ばれる売主責任が課されます。契約不
適合責任は、契約内容と異なるものを売ったときの責任であるため、物件に不具合があっ
ても、その内容を契約書に記載してしまえば、負わなくてよい責任となります。よって、不具
合等は正直に告知して、買主の了解の元、契約書に記載すれば契約不適合責任を免
責できるのです。ただし、売主が知っているにもかかわらず、買主に告げなかった不具合に
関しては、契約不適合責任を免責できないことになっています。
そのため、購入検討者から問われた質問に関しては正直に回答し、最終的には契約書に
しっかり書くことが必要です。

３）賃貸人の地位承継通知を行う
オーナーチェンジ物件の売却では、引渡後に賃貸人の地位承継通知を行います。地位
承継通知とは、売主と買主の連名で貸主が変わったことを借主に通知することです。売主
は売却するために借主の了解を取る必要はないことになっていますが、事後通知は必要に
なります。
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タダカリ君

住マート倶楽部のメリット

1 早期に満室を実現できる
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自己負担なしで始められる

家賃を下げなくても決まりやすい

原状回復費用がかからない

滞納リスクがない

住マート俱楽部

詳しくは・・・

いわさき不動産
TEL 045-252-4480
FAX 045-252-4475
Email info@iwasaki-realestate.com 担当：村瀬
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家賃を下げたくない！

リフォーム費用を出したくない！

オーナー様必見！！
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